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会員事務所職員表彰被表彰者の推薦について（P5～6） 

提出期限：4 月 4 日（月） 提出先：当該支部 

 

 
 
１． 総会のご案内 

平成 23 年度の総会の日程が決まりましたのでお知らせいたします。 
日 時  平成 23 年 6 月 1 日（水） 

午前 10 時 30 分～（予定） 
場 所  ハワイアンズ（いわき市） 

多数のご出席をお願いいたします。 
 

2. 会員事務所職員表彰の推薦について（P5～6） 
平成 23 年度総会の席上で会員及び会員事務所に勤務する職員を表彰する予定にしてお

ります。ついては、該当される職員の方がいる際は、別紙により 4 月 4 日（月）までに

当該支部へ提出してください。 
 

3. 伊達市国民健康保険加入にかかる資格喪失証明書の発行について（P7～8） 
健康保険資格喪失証明書の適正な作成をお願いいたします。 
※健康保険の記号番号は必ず「数字」での記入をお願いいたします。 
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4. 年金・労働総合相談所について≪これまでの相談件数≫ 
 

相談員 久井貴弘 
飯田弘子 

 
【次回相談日】  
3月23日(水)  
相談員 吉田昌樹 

柴田光子 

 

 

＊＊＊ 電子申請＊＊＊ 

電子化推進特別委員会 
○電子申請の利用促進を図ることを目的に、支部ごとの申請件数を

取りまとめ月間情報において公表しております。今年度 1 月まで

の集計は P9 のとおりです。 

 

 

 

 

１． 第 7 回特別研修及び代理業務試験について  

◇ 研修の内容は、①中央発信講義（30.5 時間）、②グループ研修（18 時間）、③ゼミナ

ール（15 時間） 総 63 時間の研修となります。 

 

◇ 第 7 回特別研修の実施時期は以下のとおりです。 

中央発信講義及びグループ研修 

平成 23 年 10 月 1 日（土）～11 月 3 日（木）の間 

 中央発信講義及びグループ研修の日程等は

検討中です。決まり次第月間情報に掲載い

たします。 

ゼミナール 平成 23 年 11 月 18 日（金） ６時間 

11 月 19 日（土） ６時間 

11 月 26 日（土） ３時間（午前） 

代理業務試験     11 月 26 日（土） ２時間（午後） 

 
２． 運用 3 号について 

 実態と異なる第 3 号被保険者期間を有する者の取扱い（いわゆる「運用 3 号」）に

関する見解について（P10～11） 
 実態と異なる第 3 号被保険者期間を有する者の事務（運用 3 号）の取扱い（P12） 

  
３． 石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について 

（P13～14） 
 

実施 
労働 年金 

申込件数 相談件数 申込件数 相談件数 

22 年度(1 月) 11 件 9 件 14 件 14 件 

2/23(水) 2 件 2 件 0 件 0 件 

今年度実績 13 件 11 件 14 件 14 件 

総計 H15.6～23.2 114 件 19.7～23.2 70 件 

連合会情報 
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1. 健康保険高齢受給者証の更新について（P15～16） 
2. 健康保険料率が変わります（別紙） 
3. 月刊健宝、メールマガジン配信 

協会けんぽ福島支部では、毎月「月刊健宝」を発行しており、健康保険制度のタイム

リーな情報をお伝えしております。 
協会けんぽHP 福島支部 広報紙「月刊健宝」のページをご覧ください。 
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,0,78,493.html 

 
4. 平成 23 年度雇用保険料率（平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※雇用保険料率については、平成 22 年度から変更はありません。 
 

5. 社会保険ふくしま（財団法人福島県社会保険協会発行）については、ホームページをご

覧ください。福島県社会保険協会HP http://www.f-shimakyoukai.or.jp 
 
 

 
※ 登録事項の変更等について 

氏名・自宅住所・事務所名称・事務所所在地は登録事項とな

っております。変更がある場合は所定様式（複写）による手続

きが必要となりますので事務局へご連絡ください。 
退会（登録抹消）する場合も、所定様式等により手続きが

必要です。3 月末日で退会を希望される方は、所定様式を 3 月

末日県会事務局必着で提出いただきます。退会をお考えの方

は、お早めにご連絡ください。 
 

会務報告及び予定 
2月 7日 士業ＡＤＲ担当者による協議会（福島県弁護士会郡山支部弁護士会館） 

9日 第4回街角の年金相談センター運営部長会議（経団連会館） 

10日 郡山支部研修会 

事務局だより 

関係機関だより 

協会けんぽ 

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,0,78,493.html�
http://www.f-shimakyoukai.or.jp/�
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12日 年金相談実務者研修アシスタント研修（年金相談センター）、 
街角の年金相談センター福島運営委員会事務局会議（年金相談センター） 

17日 平成23年度の年金事務所等における年金相談について東北福島年金事務所と協議 
（東北福島年金事務所） 

18日 全国健康保険協会と平成23年度窓口業務について協議（事務局） 
福島支部研修会、会津支部総会 

19日 年金相談実務者研修＜補習＞（事務局） 

23日 第94回年金・労働総合相談所（事務局） 

25日 平成22年度第2回労働相談・個別労働紛争解決制度関係連絡協議会（福島合同庁舎） 

26日 年金相談実務者研修＜集合研修＞（福島テルサ） 

3月  2日 電子化推進特別委員会（事務局） 

3日 第3回広報委員会（事務局）、平成23年度の年金事務所等における年金相談 
について東北福島年金事務所と協議（東北福島年金事務所） 

4日 大槻哲也氏旭日中綬章受章記念祝賀会（帝国ホテル）、いわき支部研修会 

5日 年金相談実務者研修＜ＷＭ研修＞（東北福島年金事務所） 
野地良宏氏黄綬褒章受章記念祝賀会（福島ビューホテル） 

7日 第1回綱紀委員会（事務局） 

11日  年金・労働総合相談所研修会（コラッセふくしま） 

12日 年金相談実務者研修＜補習＞、街角の年金相談センター福島運営委員会（事務局） 

15日 第6回紛争解決手続代理業務試験合格発表 

連合会理事会（東京會館） 

19日 年金相談実務者研修＜ＷＭ研修＞（東北福島年金事務所） 

23日 第95回年金・労働総合相談所（事務局） 

26日 年金相談実務者研修＜集合研修及びＷＭ研修能力確認＞ 

（福島テルサ・街角の年金相談センター福島） 

28日 第1回経営労務監査推進特別委員会小委員会（事務局） 

28・29日 年金相談実務者研修＜ＷＭ研修能力確認＞ 
（街角の年金相談センター福島） 

 
会員異動報告 
 支部 名簿㌻ 氏   名 事務所・勤務先の名称・所在地・電話番号等  

【入会】 

白河 
3/1 付 
入会 

法人の社員 

ﾀｶﾞｼﾗ ﾐﾅｺ 
田頭美奈子 

ｶｻｲ 
通称：葛西美奈子 

社会保険労務士法人 TMC 白河 
白河市新白河１丁目 179 
TEL0248-27-3100 FAX0248-27-3101 

福島 
3/1 付 
入会 
開業 

ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝ 
鈴木 潤 

社会保険労務士鈴木潤事務所 
福島市清明町 1-10 アポロハイツ 613 
TEL024-573-8287 FAX024-573-8289 

【変更】 郡山 
P10 菅野甚広 

郡山市安積町日出山字大洲河原 35-1 ｼｭﾒ

ｰﾙⅠ-104 TEL/FAX024-956-3370 

P22 鈴木千佳子 
勤務先：郡山市中町 19-1㈱ 
大東銀行営業企画部 TEL 024-925-1111 
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福島社発第 ２７２ 号  
平成２３年 ３月１０日  

 
 
開業・法人会員各位 
 
 

福島県社会保険労務士会     
会 長 鈴 木 健 夫    

（公 印 省 略）    
 

会員事務所職員表彰被表彰者の推薦について 
 
謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 
 さて、平成 23 年度総会の席上で会員及び会員事務所に勤務する職員に対し表彰を実施する

予定にしておりますので、貴事務所で下記事項に該当される職員等の方がおりましたら、所

属支部長にご報告下さるようお願いいたします。 
 

記 
 
１．表彰基準（表彰規程第２条第３号により） 
  「会員事務所職員で同一の事務所に５年（以後５年毎）勤務し、成績優秀で他の模範と

なる者」に対し感謝状を贈呈 
  会員事務所に勤務する会員配偶者も含む 

・ ５年勤務該当（Ｈ18.4.1～19.3.31 採用者） 
・ 10 年勤務該当（Ｈ13.4.1～14.3.31 採用者） 
・ 15 年勤務該当（Ｈ８.4.1～９.3.31 採用者） 
・ 20 年勤務該当（Ｈ３.4.1～４.3.31 採用者） 
・ 25 年勤務該当（Ｓ61.4.1～62.3.31 採用者） 
・ 30 年勤務該当（Ｓ56.4.1～57.3.31 採用者）   以下５年毎 

 
２．提出方法  裏面様式により各支部長にご提出下さい（FAX 可） 
 
３．提出期限  平成２３年４月４日（金）必着 
 
４．表彰者を理事会で決定のうえ、おってご連絡いたします。 
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平成 23 年 4 月 4 日締切 
 

平成 23 年  月  日 
 
     支 部 長 様 
 

会員事務所職員表彰被表彰者の推薦について（回答） 
 
 当事務所職員について、福島県社会保険労務士会表彰規程第２条第３号に該当しますので、

下記のとおり提出いたします。 
 

●表彰基準（表彰規程第２条第３号により） 
  「会員事務所職員で同一の事務所に５年（以後５年毎）勤務し、成績優秀で他の模範と

なる者」に対し感謝状を贈呈 
  会員事務所に勤務する会員配偶者も含む 

・ ５年勤務該当（Ｈ18.4.1～19.3.31 採用者） 
・ 10 年勤務該当（Ｈ13.4.1～14.3.31 採用者） 
・ 15 年勤務該当（Ｈ８.4.1～９.3.31 採用者） 
・ 20 年勤務該当（Ｈ３.4.1～４.3.31 採用者） 
・ 25 年勤務該当（Ｓ61.4.1～62.3.31 採用者） 
・ 30 年勤務該当（Ｓ56.4.1～57.3.31 採用者）   以下５年毎 

 
記 

                                                                               
    ふ り が な       

  
 

採用年 月日      備        考  
    職 員 氏 名        

   

   

 
 
 
                                   氏 名              印 







支部名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
福島支部 142 84 125 258 238 116 109 104 88 114
郡山支部 70 55 94 80 89 76 76 68 81 77
白河支部 5 3 78 52 20 12 12 12 8 7
相馬支部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

いわき支部 86 71 74 134 160 48 7 22 22 11
会津支部 23 11 37 30 87 23 45 7 66 46

支部名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
57 福島支部 2.49 1.47 2.19 4.53 4.18 2.04 1.91 1.79 1.52 1.97
76 郡山支部 0.90 0.71 1.22 1.04 1.17 0.93 0.97 0.89 1.07 0.97
12 白河支部 0.42 0.25 6.50 4.33 1.67 0.83 0.5 1.00 0.67 1.00
14 相馬支部 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 いわき支部 1.76 1.45 1.54 2.79 3.27 0.67 0.15 0.46 0.46 0.23
23 会津支部 1.00 0.48 1.61 1.30 3.78 1.48 1.96 0.30 2.87 1.92

支部名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
福島支部 142 226 351 609 847 963 1072 1176 1264 1378
郡山支部 70 125 219 299 388 464 540 608 689 766
白河支部 5 8 86 138 158 170 182 194 202 209
相馬支部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

いわき支部 86 157 231 365 525 573 580 602 624 635
会津支部 23 34 71 101 188 211 256 263 329 375

1 各支部電子申請件数推移(H22.4～H23.3)

2 各支部開業会員一人当たり電子申請件数推移(H22.3～H23.3)

3 各支部電子申請件数累計(H22.4～H23.3)

0

50

100

150

200

250

300

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

福島支部

郡山支部

白河支部

相馬支部

いわき支

部会津支部

0.00 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

6.00 

7.00 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

福島支部

郡山支部

白河支部

相馬支部

いわき支部

会津支部

0 

500 

1000 

1500 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

福島支部

郡山支部

白河支部

相馬支部

いわき支部

会津支部

【委員長コメント】

電子申請に関するアンケートにご回答いただいた会員の皆様、ご協力ありがとうございました。しかし、

回答率は６．４１％にとどまりました。この数字だけで考えると、電子申請に取り組んでおられる会員数は、

わずか２０名弱ということになってしまいます。（おそらくほぼ正確な数字かと思います。） これも、電子化

推進特別委員会の力不足と反省しております。反面、電子申請に取り組んでおられる会員の皆様におか

れては、しっかり電子申請が定着しておられるようです。世間一般では、「IT格差」なる言葉も存在します。

どうか多くの会員の皆様に電子申請に取り組んでいただけますようお願いいたします。
★アンケートの結果については、後日何らかの方法で公表させていただきます。



 

 

 

 

平成 23 年 2 月 25 日 

○見解の本文は別紙の通りです。 

 

 

 
 

 

運用３号の取扱いについて 

全国社労士会連合会が見解を表明 

全国社労士会連合会は、実態と異なる第３号被保険者期間を有する者の

取扱い（いわゆる「運用３号」）について、見解を表明しました。 

本見解では、今回の取扱いについて、 

①法令遵守の立場で年金の相談・指導を行ってきた社労士として、疑問を

感じている会員が多数いること 

②国民の間に生じた不公平感は早急に解消する必要があること 

について指摘し、年金制度に対する国民の信頼を回復するよう、関連法

令の改正と併せて、「運用３号」の見直しを図るとともに、新たなモラル

ハザードを生じない仕組みの構築について、今後国政の場において十分議

論していただき、適切な対応を行うことを求めています。 

本件に関するお問合せ先 
全国社会保険労務士会連合会（広報担当室 梅谷） 

ホームページ：www.shakaihokenroumushi.jp 

e-mail:umetanitk@shakaihokenroumushi.jp 

TEL 03-6225-4864 

全国社会保険労務士会連合会

報道関係者各位 



 

平成２３年２月２５日 

 

実態と異なる第３号被保険者期間を有する者の 

取扱い（いわゆる「運用３号」）に関する見解 

 

全国社会保険労務士会連合会  

 

「運用３号」に関する政府の対応について、以下の見解を表明する。 

 

全国社労士会連合会は平成１９年に年金記録問題が社会問題となった際、公

的年金に関する唯一の国家資格者の団体として、全国の社労士会、開業社労士

事務所などで無料の年金相談を開催し、国民の権利の擁護、不安の解消、年金

の信頼回復に努めてきた。一方で、我々社労士は、労働社会保険諸法令に関す

る専門家として、国民からの年金相談や顧問先企業などに対して、法令遵守の

立場で被保険者資格の得喪などの年金手続について適正な指導を行ってきてい

たことから、今回の「運用３号」の取扱いに疑問を感じている会員が多数いる。 

 

今般のいわゆる「運用３号」に関する政府の対応の趣旨は、「国民に不利益を

与えない」という方針の下に、１００万人にも及ぶとされる無年金者、低年金

者の対策を講じ、更に新たな発生に歯止めをかけたいという「政府の方針」で

あることと併せ、複雑な年金制度であるので全て自己責任を問うのは難しいこ

ともあり、「救済」という観点から行われたものの、法令遵守を率先して行い年

金制度の推進を図ってきた社労士としては、今回の取扱いによって、適正な手

続を行い年金保険料を納めてきた人と、「運用３号」による救済を受ける人との

間に生じた不公平感を早急に解消する必要があると考える。 

 

以上のことから、年金制度に対する国民の信頼を回復するよう、関連法令の

改正と併せて、「運用３号」の見直しを図るとともに、新たなモラルハザードを

生じない仕組みの構築について、今後国政の場において十分議論していただき、

適切な対応を行っていただきたい。 

 

 



 

 平成２３年２月２４日 

国年指２０１１－ ７３ 

給付指２０１１－ ４７ 
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〔緊急・重要〕 

本部関係部 

経営企画部、記録問題対策部、厚生年金部、年金相談部、支払部、システム統括部、システム開発部 

ポイント（内容） 

○ 本日（24 日）の（衆）予算委員会において、実態と異なる第３号被保険者期間を有する者の取扱い

（運用３号）の質疑があり、細川厚生労働大臣から運用３号の処理について保留する旨の答弁がなさ

れました。 

○ 今後の対応等詳細につきましては、別途、連絡をすることといたしますが、現在、処理予定とされ

ている年金裁定請求書の処理や被保険者への対応について、これを保留願います。 

○ なお、２月２１日以降入力処理した年金裁定請求書につきましては取消処理を行ってください。 

（２月１４日～１８日まで入力処理した年金裁定請求書の扱いにつきましては、別途連絡しますので

その指示により対応願います。） 

審査担当ﾁｪｯｸ欄  ■

照会先 

本部国民年金部適用収納企画指導Ｇ 

担当  楠元 
連絡先 
（直通）03－6892－0763 
 
本部年金給付部年金指導Ｇ 

担当  笠井、山本 
連絡先 
（直通）03－6892－0770 
 

目的・趣旨 

本年１月１８日付（国年指2011-20及び給付指2011-9）で連絡しました、年金裁定請求書等の処理につい

て、処理保留することをお願いするものです。 



才つ齢  

⑨  
基安発0127第1号  

平成23年1月27日  

全国社会保険労務士会連合会  

会長，殿  

厚生労働省労働基準局安全衛生部  

石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について   

石綿及び石綿をその重量の0・1％卑超えて含有する製剤その他の物（以下「石  

綿含有製品等」という。）については、平成18年9月1日から、労働安全衛生法  

（昭和47年法律第57号）第55条の規定に基づき、製造、輸入、譲渡、提供又は  

使用（以下「製造等」という。）が禁止されているところです。このため、こ  

れまで、平成18年8月23日付け基発第0823003号「労働安全衛生法施行令の一部  

を改正する政令及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の周知につい  

て」、平成19年3月16日付け基安発第0316001号「石綿含有製品の製造、輸入、  

譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について」及び平成22年2月12日面ナ基安発  

0212第1号「石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底  

について」を発出する等、石綿含有製品等の製造等の禁止について周知徹底を  

図ってきたところです。   

しかしながら、先般、学校等で理科の実験等に用いられるセラミック付き金  

網（石綿が使用されていないものとして輸入されたもの）に石綿が含有してい  

る事案が発生しており、石綿の製造等が完全に禁止されていない国等からの輸  

入品については、石綿含有の有無の確認を再度周知徹底することが必要になっ  

ています。（参考1参照）  ～   

つきましては、このような事態にかんがみ、貴団体におかれましては、貴会  

会員に対して、政令の遵守の徹唇について引き続き指導していただくとともに、  

これらの事案等を踏まえ、下記の事項について周知徹底していただきますよう  

お願いします。  

記  

1平成18年9月1日以降、石綿含有製品（例えば、ブレーキパット、ガスケ   
ット、パッキン等。参考2参照）については、製造等が禁止されていること。   



2 石綿含有製品から非石綿化（代替化）されているとされた製品（参考2の  

製品鍵で、現在は石綿を含有していないもの。以下「石綿代替製品」という。）   

を輸入しようとする場合には、その製品が石綿を含有していないことの確認に  

ついて、輸入者（海外の事業者で、日本に製品を輸出しようとする者）に証明  

書や分析療果を求める等により徹底すること。   

また、特に、輸入者が石綿含有製品の製造等が完全に禁止されていない国  

等（参考3参照）にある場合には、その製品が石綿を含有していないことを、  

輸入業者自らが試料を分析する等により確認することが望ましいこと。  

3 輸入された石綿代替製品を輸入業者から譲渡を受け、販売する卸売事業者  

においては輸入業者に、また、輸入された石綿代替製品を購入する事業者にお  

いては購ネ先に対して、それぞれその製品が石綿を含有していないものであ・る   

ことを、証明書や分析結果を求める等により、確実に確認すること。  

4 製造等が禁止されている国等から輸入した石綿代替製品であっても石綿が  

含有した製品が流通している可能性があることから、上記2又は3の措置を行   

うことが望ましいこと。   



協福島健発第 110304-05 号 
平 成 ２ ３ 年 ３ 月 ４ 日 

 
 
福島県社会保険労務士会 会長  殿 

 
 

全国健康保険協会福島支部長 
                                      
 

健康保険高齢受給者証の更新について（情報提供） 
 
日頃から、全国健康保険協会福島支部の事業運営につきまして、ご理解とご協力を賜り厚く

御礼申し上げます。 
さて、現役並み所得者を除く７0歳から 74歳である加入者の方に係る一部負担金につきましては、

「７０歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要領」(以下「特例措置実施要

領」という）により１割負担として取り扱われています。 

今回、特例措置実施要領の一部が改正され、平成２２年度までとされていた軽減措置が引き続き

平成２３年度(平成２４年３月３１日まで）においても継続されることとされました。 

したがいまして、現在、１割負担の高齢受給者証（以下「高齢証」という）に表示されている一

部負担金の割合内容を変更する必要がありますので高齢証の更新を実施いたします。 

(現在、一部負担金の割合が３割の高齢証をお持ちの方は更新されません。） 

この高齢証の更新スケジュール等が本部から示されましたので、下記のとおり情報提供いた

します。 

つきましては、県内社会保険労務士会会員の皆様に対しての周知方、特段のご配慮をよろし

くお願い申し上げます。 
今後とも、事業運営にご理解とご協力をいただきますようよろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

一般被保険者 、被扶養者 

１ 実施時期  

３月１４日から１８日に委託業者より事業主あてに特定記録郵便にて発送。 

(高齢証の更新についてのお願い（別添１）、高齢受給者証更新者一覧表（別添２）、高齢証の

３点を事業者単位で封入封緘されたもの。） 

２ 高齢証の回収について  

事業主が回収した高齢証は高齢証の更新についてのお願い（別添１）下の高齢受給者証送付

書を同封して、支部へ返送頂く。または、個人情報に留意のうえ、事業主が破棄していただ

く。 



任意継続被保険者、被扶養者  

１ 実施時期  

３月中に被保険者へ届くよう支部から発送する。  

(高齢受給者証の更新についてのお願い（別添４）、高齢受給者証更新者一覧表（別添５）、高

齢証、返信用封筒（長４）(切手要）の４点を世帯単位で封入封緘したもの。） 

２ 高齢証の回収について  

高齢証は返信用封筒（長４）（切手要）で、支部へ返送いただく。または、個人情報に留意の

うえ、破棄していただく。 

 
 
 

業務グループ 
    大 湊 

024-523-3915 
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